
 

 

令和８年度緑化事業補助金交付要領 

 

一般社団法人埼玉県トラック協会 

                          

（目的） 

第１条 一般社団法人埼玉県トラック協会（以下「協会」という。）は、工場又は事業場の周辺の

地域の生活環境を保持し、もって県内の環境保全に寄与するため、工場立地法（以下「法」と

いう。）第４条第１項第１号、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（以下緑を守り育てる条例とい

う。）第２６条、さいたま市みどりの条例（以下みどりの条例という。）第１８条に規定する緑地を

整備する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助対象者、補助対象経費及び補助額） 

第２条 補助対象者、補助対象経費、補助額及び条件は次の表のとおりとする。 

補助対象者 補助対象経費 補助額 条件 

 

法第６条第１項に基づき、

県内に特定工場を新設した

ために届出を行った者 

法における工場立地に関する準則

（平成１０年大蔵省、厚生省、農林水

産省、通商産業省、運輸省告示第１

号）で示された最低限必要な緑地面

積を設置するための設計費、工事費

等 

補助対象経費に３

分の１を乗じた額 

（千円未満切捨 

上限額120万円） 

 

平成17年７月1日以

降に本要領に定め

る緑地整備を完了 

した者に適用し、１

つの事業施設で申

請できるのは１回限

りとする。 

法第６条第１項に基づき、

敷地面積若しくは建築物の

建築面積を増加し、又は既

存の施設の用途を変更した

ために届出を行った者 

 

 

上記のうち、法施行規則第３条に定

める建築物屋上等緑化施設の設置

に係る費用 

 

 

 

同  上 

 

 

 

同  上 

法第７条第１項又は法第８

条第１項に基づき届出を行

った者 

緑を守り育てる条例第26条

に基づき県内に工場及び

流通業務施設を建築したた

めに届出を行った者 

緑を守り育てる条例施行規則第25

条に示された最低限必要な緑地面

積を設置するための設計費、工事

費等 

 

同  上 

 

 

 

同  上 

 

 



 

 

緑を守り育てる条例第26条

に基づき県内に工場及び

流通業務施設を増築したた

めに届出を行った者 

緑を守り育てる条例施行規則第25

条に示された最低限必要な緑地面

積のうち、建築物上の緑地を設置

するための設計費、工事費等 

 

同 上 

 

同 上 

みどりの条例第18条に基づ

き工場及び流通業務施設

を建築したために届出を行

った者 

さいたま市緑化指導基準第5条に

示された最低限必要な緑地面積を

設置するための設計費、工事費等 

 

同 上 

 

同 上 

みどりの条例第18条に基づ

き工場及び流通業務施設

を増築したために届出を行

った者 

さいたま市緑化指導基準第5条に

示された最低限必要な緑地面積の

うち、屋上の緑化が図られる区画

のための設計費、工事費等 

 

同 上 

 

同 上 

 

２ 前項の表において｢工場｣とは、製造業等に係る工場又は事業場を、｢流通業務施設｣とは、ト

ラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋で、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの

合理理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム

又は流通加工の用に供する設備のいずれかを有する施設をそれぞれいう。 

 

第３条 補助金の交付を申請する者は、様式第１号により工事完了後３ヶ月以内に協会に提出

しなければならない。また、最終期限は当該年度の令和９年２月末日とする。ただし期間内で

あっても予算に達した場合は、助成を終了とする。 

 

第４条 第３条の申請をする者は、法第６条第１項、第７条第１項、第８条第１項に基づく場合は

(1)から(5)に掲げる書類を、緑を守り育てる条例第２６条に基づく場合は(1)から(3)及び(6)に掲げ

る書類を、みどりの条例第１８条に基づく場合は(1)から(3)及び(7)に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

 (1) 請求書（写） 

 (2) 工事完了報告書（写） 

 (3) 領収書（写） 

 (4) 特定工場新設（変更）届出書１ページ目及び別紙２（写） 

 (5) 市町村から送付される工場立地法運用例規集（以下、例規集という。） 

  ２－１－２－２－１の①に規定する受理通知書の（写）又は例規集２－３－５に規定 

  する期間短縮承認書（写） 

 



 

 

(6) 緑を守り育てる条例第２９条に規定する緑化完了報告書(様式第９号)(写)、緑化完了 

内容一覧表(様式第９号別紙)(写)及び緑化面積等計算図表(写) 

(7) さいたま市緑化指導基準第８条に規定する緑化推進工事完了届(様式第３号)(写) 

 

第５条 第３条による申請があった場合は、その内容を審査し補助金を交付する。 

    但し、緑化基準面積に満たない場合は、補助金を交付しないものとする。 

 

第６条 この要領に定めるもののほか、その運用に関し必要がある場合には、別に定める 

 ものとする。 

 

（附則） 

１．この要領は平成１７年 ９月１日から実施する。 

２．この要領は平成１７年１０月１日から実施する。 

３．この要領は平成２７年 ４月１日から実施する。 

４．この要領は平成２８年 ４月１日から実施する。 

５．この要領は平成２９年 ４月１日から実施する。 

６．この要領は平成３０年 ４月１日から実施する。 

７. この要綱は２０１９年 ４月１日から実施する。 

８．この要綱は令和 ２年 ４月１日から実施する。 

９．この要綱は令和 ３年 ４月１日から実施する。 

10．この要綱は令和 ４年 ４月１日から実施する。 

1１．この要綱は令和 ５年 ４月１日から実施する。 

1２．この要綱は令和 ６年 ４月１日から実施する。 

1３．この要綱は令和 ７年 ４月１日から実施する。 

1４．この要綱は令和 ８年 ４月１日から実施する。 

 

※工場立地法に基づく申請の場合は、各市町村へ特定工場新設届出が必要。 

 （県内に特定工場の新設をし、各市町村の定める最低限必要な緑化面積を緑化した場合に 

  限る。） 

 

※ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づく届出の場合は、県環境管理事務所へ緑化計画

届出が必要。 

 （埼玉県内（さいたま市を除く）に工場及び流通業務施設を建設し、埼玉県の定める最低限

必要な緑化面積を緑化した場合に限る。） 

 

※さいたま市みどりの条例に基づく届出の場合は、さいたま市へ緑化推進工事申請書の届出 

が必要。 

（さいたま市内に工場及び流通業務施設を建設し、さいたま市の定める最低限必要な緑化

面積を緑化した場合に限る。） 


